
目

次

告

示

○
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
行
政
経
営

管

理

課
）
…
一

出
先
機
関

○
自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
及
び
証
紙
代
金

収
納
計
器
の
取
扱
場
所
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
一

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
平
成
三
十
年
度
に
係
る
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期

平
成
三
十
年
四
月
一
日

二

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

宮
下

宗
久

八
戸
市
一
番
町
一
丁
目
六
の
二
五

三

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用

１

額
の
算
定
方
法

基
本
費
用
の
額
に
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
を
合
算
す
る
。

２

支
払
方
法

費
用
の
一
部
に
つ
い
て
概
算
払
を
す
る
。

出

先

機

関

東
青
地
域
県
民
局
告
示
第
一
号

青
森
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
及
び
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
場
所

を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日

東
青
地
域
県
民
局
長

柏

木

司

一

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
の
住
所
及
び
名
称

１

住
所

青
森
市
奥
野
一
丁
目
一
二
の
三

２

名
称

一
般
社
団
法
人
青
森
県
自
動
車
会
議
所

二

証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
場
所

青
森
市
大
字
浜
田
字
豊
田
一
三
九
の
二
一

青
森
県
交
通
会
館
内

青
森
市
大
字
浜
田
字
豊
田
一
二
九
の
一
三

青
森
県
軽
自
動
車
会
館
内

八
戸
市
桔

野
工
業
団
地
二
丁
目
一
二
の
六
六

八
戸
自
動
車
会
館
内

八
戸
市
北
イ
ン
タ
ー
工
業
団
地
一
丁
目
九
の
一

八
戸
軽
自
動
車
会
館
内

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第38号平成30年４月１日 日曜日

号
外
第
三
十
八
号

平
成
三
十
年

四
月
一
日

（
日
曜
日
）



（ ）2青 森 県 報 号外第38号平成30年４月１日 日曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭


